




巻頭言

法整備支援活動の節目の年に寄せて

独立行政法人国際協力機構（JICA）産業開発・公共政策部長　　　

井　倉　義　伸　　

１．はじめに

　2015 年９月，現職を拝命して，30 年の国際協力業務において，初めて法整備支援に

携わらせていただくことになりました。本稿のご依頼をお引き受けはしたものの，ICD 
NEWS のバックナンバーを紐解き，偉大な先人の皆様の長年のご経験に基づく深い思想

の一端に触れるにつけ，悔悟の念やみがたく，とはいえ，今更お断りすることもできませ

ん。僅か半年ばかりの法整備支援の事業に関わった経験を雑感的に時系列的に記すことで

お許しいただきます。それ故，些か浅薄，稚拙な文章とならざるを得ない点，あらかじめ

お詫びいたします。

２．ラオス司法大臣のうれしいひとこと

　着任直後の９月３日，法務省の招へいで来日中のブンクート・サンソムサック司法大臣

と堂道秀明 JICA 副理事長の会談に同席する機会がありました。会談の中でブンクート大

臣は，「刑法典については，国連機関・西洋諸国の支援を受けているが，一部のコンセプ

トはラオスには受け入れにくい部分もある。（中略）日本の時間をかけた着実な支援は，

きちんと結果を残しており，このような進め方をラオス政府は信頼している。」とのひと

ことに非常に深い感銘を受けました。ラオスのカウンターパートと同じ目線に立ち，長年

にわたる協力で確固たる信頼を勝ち得てきた現地派遣の長期専門家皆様のご努力，法務省

等の関係機関及び支援委員会の有識者の先生方の無私のご協力の結晶であると確信するこ

とができました。

３．法整備支援草創期の情熱と決意

　９月中旬から 10 月初旬の間に，小職就任挨拶のため，ベトナムにおける法整備支援の

創始者である森嶌昭夫名古屋大学名誉教授，カンボジア民訴法部会をリードいただいた竹

下守夫法務省特別顧問にお目にかかる機会がありました。法整備支援について，JICA を

含め全く経験がないことに加え，支援態勢も整っていない中，無から有を生み出すご苦労

は現時点からは想像に難いものがあったことを学ばせていただきました。特に，長期派遣

の専門家を見つけるのは至難の業で，大御所の先生が候補者を拝み倒して探したとのエピ

ソードには，ある意味同じ苦労をすることのある JICA 職員として本当に頭の下がる思い

でした。また，相手国が「法の支配」の妥当する民主国家となり，その国の国民が民主的

で平和な生活を享受することができるよう，その制度的・人的基盤の整備を支援すること

が必要との理念の下，協力に対する極めて強い責任感に触れ，背筋が伸びる思いが致しま
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した。その後，本稿執筆のため故三ヶ月章東京大学名誉教授（元法務省特別顧問）の巻頭

言（ICD NEWS 第３号）を読ませていただき，法整備支援に対する歴史的意義と深い決

意1 にふれ，仕事に対するあるべき姿勢を自問する機会をいただきました。

４．法務総合研究所国際協力部（ICD）という「器」の大切さ

　11 月に ICD に出張の機会を得，大阪を訪れた際，幸運なことに JICA としては本当に

お世話になった柴田紀子前 ICD 副部長の壮行会に出席させていただきました。そこで，

阪井光平 ICD 部長から初代 ICD 部長の尾﨑道明大阪高検検事長（当時）をご紹介いただ

き，創設当時のお話を伺う機会を得ました。詳しくは，ICD NEWS 第 63 号を改めてご参

照願えればと思いますが，ICD という「器」なしには，現在の空間的にも内容的にも広がっ

ている法整備支援事業は成立しえないと実感を深めることができました。個々人を拝み倒

して長期専門家として派遣していた草創期に比べれば，関連法曹関係者が教官として ICD
に結集し，一定の期間の後，長期専門家として派遣される現在のシステムは，知見の共有，

蓄積も可能であり，極めてシステマチックで効率的です。また，法整備支援連絡会，ICD 
NEWS も法整備支援の広がりのための極めて重要なプラットホームになっていると感じ

ております。

５．ベトナム新司法大臣の就任のうれしいニュース

　大久保晶光弊機構法・司法課長は，1999 年，名古屋にある研修センターでベトナムか

ら名古屋大学に長期研修員としてやってきたル・タン・ロンさんの担当者として，入国手

続や下宿探し等を手伝っていた。そのロンさんは，2003 年に名古屋大学で博士号を取得

した後，ベトナム司法省の中で国際協力局長，副大臣等の要職を歴任。局長時代には，民

事法令の起草支援及び人材育成等の法制度整備支援の際に日本の知見の活用を推進して下

さった。そして 2016 年４月９日，ロンさんは司法大臣に就任された。

　その２日後，司法大臣就任のお祝いに表敬訪問した川西一専門家らに対し，ロン大臣か

ら，「JICA の大久保さんにくれぐれもよろしくお伝えください」とメッセージをいただき

ました。

　長年にわたる協力関係が実を結んだ実例ともいえ，あえて，この場で共有させていただ

きます。

６．インドネシア　民間の期待が高い知財分野を省庁間連携で支援

　2016 年５月，岩城光英法務大臣は，昨年 12 月から開始している「ビジネス環境改善の

ための知的財産権保護・法的整合性向上プロジェクト」を成功に導くため，その担当機関

であるインドネシア最高裁判所の長官及び法務人権省の大臣と，トップ同士の緊密な関係

1 「アジア諸国に先立って，全く独力で，フランス法・ドイツ法・英米法，という世界の法制度の三

大潮流を自らの栄養として取り込んだ日本の法律制度と法学は，かくて，漸く外に向かって自らの体

験を語りかけるべき時を迎えたのである。」（ICD NEWS 第３号）
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を構築し，プロジェクト推進のためのバックアップ環境を最善のものとすることを目的と

してインドネシアを訪問されました。その際，両大臣及び長官ご出席の下，５月４日に式

典が開催され，小職も参加させて頂く機会を頂きました。アジアの成長が日本の将来にとっ

ても致命的に重要となっている中，現地，ビジネス界からも期待が極めて高い知財分野で

法整備支援を行うことは極めて時宜を得たものであることを再認識できました。日本，イ

ンドネシア双方とも知財関係機関と司法関係機関が連携を取りながら仕事を進めるのは

チャレンジではありますが，今後目指すべき方向性を示唆する動きであると考えられます。

７．まとめ

　2016 年は，JICA として本格的に法整備支援を開始して 20 周年にあたります。また，

公益財団法人国際民商事法センター（ICCLC）様も設立 20 周年にあたると伺っておりま

す。法整備支援活動にとって節目の年といえると思います。この機会に，過去 20 年にわ

たる活動をリード又はサポートしてきた先人の皆様のお話を聞き，オーラルヒストリーと

してまとめてみてはどうかと考えております。その中から，我が国の法整備支援に通奏低

音として響くエートス，途上国と共有できる日本ならではの経験，及び今後の方向性に関

する示唆が導き出されることを強く期待しております。最後，偉大な先人の先生方を始め

として法整備支援活動の関係の皆様に対する心からの敬意と感謝の気持ちを表した上で，

引き続きのご指導・ご協力をお願いしつつ，まとめとさせていただきます。
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に関する協力については，当部，当省にあまり知見がない分野です。裁判所や弁護士の先

生方，大学の先生，関係各省庁の協力なしには，決して推進することはできません。そう

した中，関係者全員が同じ方向を向いて，掛け値なしにご協力を賜っております。

　この場をお借りして改めてお礼申し上げます。

　ディスカッションミーティングでのミャンマーサイド高官の発言等からみましても，そ

うしたオールジャパンでの取組みというのは，ミャンマーサイドにも非常に好意をもって

受け止められているように感じられます。この種，経済関係分野というのは，ややもすれ

ば，国際ドナー間での競争が激しい分野です。しかし，日本としては，関係者の方々のご

協力を引き続き得ながら，ミャンマーサイドに寄り添って，オールジャパンで，意味のあ

る，実効的な知的財産裁判制度構築に協力できればと考えています。
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Discussion Meeting 
on Intellectual Property Laws 

11 – 13 Nov. 2015 
@ PARKROYAL Hotel Nay Pyi Taw

Day 1 (11th Nov.) 
Opening 
09:15 -  Registration 
09:30 - 09:40  Opening & Participants Introduction 
09:40 - 09:50  Opening Remarks by Daw Aye Aye Kyi Thet, Director General, 

  Union Judicial Supervisory Office 
09:50 - 10:00  Guest Remarks by Mr. SAKAI Kohei, Director,  

  International Cooperation Department, Research & Training  
  Institute, Ministry of Justice of Japan 

10:00 - 10:10  Photo Session 

10:10 - 10:30  Coffee/Tea Break 

Session 1: Introduction of Intellectual Property 
10:30 - 11:30  “Outline of Intellectual Property System” presented by Mr.  

  KUMAGAI Ken-ichi, Professor, School of Law, Meiji  
  University and Mr. UEDA Masanobu, JICA IP Advisor 

11:30 - 12:00  Q&A 

12:00 - 13:00  Lunch Time 

Session 2: Introduction of IP Dispute Resolution System in Foreign Countries 
13:00 - 13:30  “Judicial System in Japan” presented by Mr. NOSE 

  Kazunori, Government Attorney,International Cooperation 
  Department, Research & Training Institute, Ministry of  
  Justice of Japan 

13:30 - 14:20  “IP Dispute Resolution System in Japan” presented by Mr.  
  KUMAGAI Ken-ichi  

14:20 - 14:40  Coffee/Tea Break 

14:40 - 15:20  “IP Dispute Resolution System in Foreign Countries”  
  presented by Mr. KUMAGAI Ken-ichi 

15:20 - 16:00  Q&A 

16:00 - 16:10  Wrap-up of Day 1 and Notice for Day 2 

別添１
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Day 2 (12th Nov.) 
Session 3: Toward Establishment of IP Dispute Resolution System in Myanmar 
10:00 - 12:00  “What is Necessary for Establishment of IP Dispute 

  Resolution System?” presented by Mr. KUMAGAI Ken-ichi 
 
12:00 - 13:00  Lunch Time 
 
13:00 - 13:40  “Outline of Training for Judges (incl. IP Judges) in Japan”  

  presented by Mr. KUNII Hiroki, JICA Chief Legal Advisor 
13:40 - 14:20　  Q&A 
 
14:20 - 14:40  Coffee/Tea Break 
 
14:40 - 15:20  “Challenges and Perspectives to Establish IP Dispute  

  Resolution System in Myanmar” presented by tbd, Supreme  
  Court of the Union 

15:20 - 16:00  Q&A 
 
16:00 - 16:10  Wrap-up of Day 2 and Notice for Day 3 
 
 
Day 3 (13th Nov.) 
Session 4: Discussion on “Basic Policy for Establishment of IP Trial System in 
Myanmar” 
10:00 - 12:00  Discussion moderated by Mr. KUMAGAI Ken-ichi 
 
12:00 - 13:00  Lunch Time 
 
13:00 - 14:00  Discussion moderated by Mr. KUMAGAI Ken-ichi 
 
14:00 - 14:20  Coffee/Tea Break 
 
14:20 - 15:20  Discussion moderated by Mr. KUMAGAI Ken-ichi 
 
Closing 
15:20 - 15:30  Guest Remarks by Mr. SAKAI Kohei 
15:30 - 15:40  Closing Remarks by U Myo Tint, Director General, Office 

  of the Supreme Court of the Union 
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別添２－１　日程表

14:00

12:30 17:00

移動日

10:00 11：00 13：00 15:00 17:00

ＴＩＣ 赤れんが　共用会議室

10:00 12:30 14:30 17:00

文化庁 警視庁

10:00 12:30 14:00 17:00

長島・大野・常松法律事務所

弁護士　三村　量一 赤れんが　共用会議室 東京地方裁判所

9:30 12:30 13:30 14:15 17:00

森・濱田松本法律事務所

弁護士　小野寺　良文 赤れんが　共用会議室 赤れんが　共用会議室

9:45 12:00 14:00 17:00

明治大学法科大学院

特許庁 教授　熊谷　健一 赤れんが　共用会議室

10:00 11:30 14:00 17:00

明治大学法科大学院

刑事部検事　岩橋　保 赤れんが　共用会議室 教授　熊谷　健一 赤れんが　共用会議室

10:00 12:00 14:00 17:00

明治大学法科大学院

教授　熊谷　健一 赤れんが　共用会議室 キヤノン株式会社
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明治大学法科大学院　教授　熊谷　健一 赤れんが　共用会議室 明治大学法科大学院　教授　熊谷　健一 赤れんが　共用会議室

9:30 11:30 13:30 15:30 16:30

ＴＩＣ 本関 川崎外郵出張所

10:00 12:30 14:00

赤れんが　共用会議室 赤れんが　共用会議室

移動日

【評価会／修了式】

東京地方検察庁

【講義】
損害賠償関連事件

【訪問】
民間企業

【発表／総括質疑応答】
ミャンマー側からの総合発表・総括質疑応答

【演習】
発表準備

【意見交換】ミャンマー知的財産制度整備に向けた課題の抽出

長島・大野・常松法律事務所　弁護士　三村　量一

森・濱田松本法律事務所　弁護士　小野寺　良文

【講義】
総括（訴訟制度上の課題を含む）

【訪問】
横浜税関

2
日／
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ミャンマー第６回本邦研修日程表

日 曜
10:00

月

22

2

【訪問】
文化庁

【ＪＩＣＡブリーフィング】

／

火

2

／

23

水

2

／

24

【講義】
知的財産高等裁判所設立の意義等

／

【講義】
商標侵害事件（権利消尽を含む）

【訪問】
特許庁

日比谷パレス

木

2

／

25

金

2

／

26

【講義】
知的財産裁判の国際比較

【発表】
ミャンマーにおける知的財産制度の現状と課題

火

3

／

部 長 主 催
意 見 交 換 会

月

2

／

29

1

2
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27
2

日
28

水

3

／

2

木

3

／

3

3
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5

金

3

／

4
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知的財産事件の捜査について
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特許・意匠・著作権侵害事件

【演習】
発表準備

【訪問】
東京地方裁判所知的財産権部

【ＩＣＤオリエンテーショ
ン】

赤れんが
共用会議室

【訪問】
警視庁（生活経済課）
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／

【講義】
商標侵害事件（権利消尽を含む）

【訪問】
特許庁

日比谷パレス

木

2

／

25

金

2

／

26

【講義】
知的財産裁判の国際比較

【発表】
ミャンマーにおける知的財産制度の現状と課題

火

3

／

部 長 主 催
意 見 交 換 会

月

2

／

29

1

2
土／

27
2

日
28

水

3

／

2

木

3

／

3

3
土／

5

金

3

／

4

【講義】
知的財産事件の捜査について

【講義】
特許・意匠・著作権侵害事件

【演習】
発表準備

【訪問】
東京地方裁判所知的財産権部

【ＩＣＤオリエンテーショ
ン】

赤れんが
共用会議室

【訪問】
警視庁（生活経済課）
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第８回カンボジア民法・民事訴訟法普及支援本邦研修

国際協力部教官　　　

内　山　　　淳　　

第１　はじめに

　2016 年２月 29 日（月）から同年３月 11 日（金）まで（移動日を含む。），ティット・ルッ

ティ（Tith Rithy）司法省検察官を団長とする研修員 15 名1 を対象に，第８回カンボジア民

法・民事訴訟法普及支援本邦研修（以下「本研修」という。）を実施した。

　本研修は，2012 年４月からスタートした「カンボジア民法・民事訴訟法普及支援プロジェ

クト」2（以下「本プロジェクト」という。）の一環である。

　本プロジェクトでは，従来から，主として，カンボジア民法に関する要件事実の理解と

実践的な運用を中心に本邦研修を実施してきた。特に，直近３回（第５回から第７回）の

本邦研修3 では，８つの紛争類型（金銭消費貸借，賃貸借，交通事故，離婚，所有権移転

登記請求，所有権移転登記抹消登記請求，離婚に伴う財産分割，相続に伴う遺産分割）を

取り上げ，研修員による訴状，答弁書，準備書面及び仮差押え申立書等の起案を行った。

　本研修では，「金銭消費貸借」事案を取り上げ，判決書の起案を行い，判決書全般の基

礎知識については，当部教官が説明した。また，各起案については，南敏文弁護士（元裁

判官）に講評していただいた。

　なお，次回以降の本邦研修でも，別事案を基に，判決書の起案を行う予定であり，最終

的には，保全申立書から判決書までの各種書面について，一貫性ある記載例の作成を目標

にしている。

第２　研修内容4

１　訪問

⑴　日本公証人連合会，霞ヶ関公証役場

　　日本公証人連合会では，高井新二公証人による講義「日本の公証制度について」

を拝聴し，最寄りの霞ヶ関公証役場を見学させていただいた。

1 研修員は，別紙１（研修員名簿）のとおり。司法省（MOJ：Ministry of Justice），王立司法学院

（RAJP：Royal Academy for Judicial Professions），弁護士会（BAKC：Bar Association of the Kingdom of 
Cambodia），王立法律経済大学（RULE：Royal University of Law and Economics）の４機関から選出。
2 カンボジアにおける法整備支援プロジェクトの詳細は，既刊の ICD NEWS 各号及び国際協力部ホー

ムページ内の「カンボジア」（http://www.moj.go.jp/housouken/houso_houkoku_cambo.html），JICA ホー

ムページ内の「プロジェクト概要」（http://www.jica.go.jp/project/cambodia/014/outline/index.html）等を

参照されたい。
3 直近３回の本邦研修の概要については，ICD NEWS 第 62 号から第 64 号の「カンボジア民法・民事

訴訟法普及支援本邦研修」を参照されたい。
4 研修日程は，別紙２（日程表）のとおり。
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　　カンボジアでは，契約等において公正証書が重要な役割を担っており5，公証制度

の整備は，民法及び民事訴訟法の普及にとっても必須である。また，公証人養成校

の第１期生（15 名）が間もなく卒業する予定であり，公証人の活躍も期待される6。

そのため，日本の公証制度の実務を見聞することで，新たな知見を得る機会となっ

た。　

⑵　日本弁護士連合会

　　日本弁護士連合会では，村松剛弁護士による講義「弁護士の法教育活動について」，

菰田優弁護士・日弁連総合研修センター長による講義「日本弁護士連合会の研修に

対する取り組みについて」を拝聴した。

　　本プロジェクトでは，民法及び民事訴訟法の普及を目的としており，専門家同士

及び一般国民への普及が求められる。そのため，日本における普及や研修活動を見

聞することで，新たな知見を得る機会となった。

２　意見交換

　　「予備的主張」「続審と事後審の違い」などの法律概念についての理解を深めたほか，

法律用語の訳語についても意見を交わした。

　　その際，法律用語の「陳述」「認定する」「予備的」「推定／推認」「主張／供述／証

言／答弁」などについて，従前の訳語では意味が分かりにくいなどという意見が少な

からずあった。

　　このような傾向は，カンボジアの民法及び民事訴訟法の普及が新たな段階に移行し

ていることを示唆しているように思われる。民法等の成立当初とは異なり，現在では，

各種制度や法律概念を一通り説明するだけでは足りず，個々の訳語の語感を踏まえた

上で，実務上の問題への適切な解決策やヒントを提示しながら説明することが求めら

れている。今後の本邦研修や現地セミナーにおいても，常に配意しなければならない

点であろう。

5 例えば，不動産売買では，公正証書の作成が効力要件（カンボジア民法 336 条２項）。抵当権の実

行では，公正証書が執行名義の１つ（カンボジア民事訴訟法 496 条２号）。
6 公証人法は未整備。2007 年頃からフランスが起草支援。2015 年 12 月現在，公証人は２種類。首相

令により公認された「公証人」（約 30 名），司法大臣から任命された「公証人事務担当官」（48 名：各

州２名で全 24 州）。

　「公証人事務担当官」は，公証人法成立までの間，現役の裁判官，検察官及び行政官のうち，一定

の者に対し，本来業務とは別に公証人としての権限を付与した臨時措置。
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研修員同士での記載例の検討風景

３　共同研究（起案の講評）

　　南先生には，直近３回の本邦研修を通じ，一貫して起案の講評を御担当いただいて

おり，毎回，実務経験に裏打ちされた的確かつ簡潔なコメントにより，研修員から好

評を博している。

　　今回は，裁判官当時の御経験を踏まえ，判決書の在り方についても併せて御説明い

ただいた。特に，日本の判決書で実際に使う言い回しを例示しながら，各起案の改善

点を具体的に御指摘いただいたため，研修員としては，問題点について深く理解でき

たと同時に，日本の判決書の緻密さを体感できたものと思われる。

南先生による講評

 　 　
第３　おわりに

　最後に，本研修が充実したものとなったのは，関係者の皆様の御協力及び御尽力のおか

げであり，改めて，南先生，日本公証人連合会及び霞ヶ関公証役場の皆様，日本弁護士連

合会の皆様，通訳人スワイ・レン氏及び天川芳恵氏，JICA 長期派遣専門家及び現地スタッ

フの皆様，財団法人国際民商事法センターの皆様，その他多くの関係者の方々に，心から

御礼を申し上げたい。ありがとうございました。
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第８ 回 カ ンボジア民法・ 民事訴訟法普及支援研修日程表
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東ティモール共同法制研究

国際協力部教官1　　　

渡　部　吉　俊　　

第１　はじめに

　東ティモール民主共和国（以下「東ティモール」という。）への法制度整備支援につい

ては，2014 年度から当部の独自支援となり，年数回の現地セミナー及び日本での共同法

制研究という形で継続的に行われている。今回は，2015 年７月の共同法制研究2 及び同年

12 月の現地セミナー3 に続くものとして，2016 年３月 14 日から 18 日までの間，東ティモー

ル司法省職員ら５名を招へいして行ったものである。

　今回のテーマとしては，従前から取り上げている調停法4 について，今後の制定と運用

を見据えて，より実務的・技術的な観点から講義や意見交換等を実施した。また，東ティ

モールで改正を検討している国籍法5 を新たなトピックとして取り上げ，国籍に関する基

本的な考え方や日本を含む各国の立法例についての講義等を行うこととした。以下，本共

同研究の概要を簡単に報告する。

第２　本共同研究の概要

　１　日本側専門家による講義

⑴　「国籍法」

　　名古屋大学大学院法学研究科の伊藤弘子特任准教授から，国籍の機能や基本原則，

日本の国籍法の主な争点，諸外国の国籍法との異同等について講義をいただいた。

⑵　「日本の国籍法の概要」

　　法務省民事局民事第一課の石井博之補佐官から，日本の国籍法の各規定の趣旨や

主な改正経緯等について講義をいただいた。

⑶　「日本における民事調停の実務」

　　大阪大学法科大学院の吉野孝義客員教授から，日本の民事調停の実情，手続の進

め方や事件類型ごとの注意点等について，自らの御経験を踏まえた講義をいただく

とともに，東ティモール側からも同国における調停の実情について問題提起が行わ

1 現法務省民事局総務課登記情報センター室法務専門官。
2 本誌第 65 号，41 頁以下参照。
3 本誌第 66 号，21 頁以下参照。
4 東ティモールの調停法の立法状況については，本誌第 66 号，21 頁参照。
5 東ティモールの国籍法については，2002 年法律第９号として制定済み。英訳版は，http://www.
migracao.gov.tl/pdf/[0503-07]citizenship%20Law.pdf を 参 照。「 国 籍 」 に つ い て nationality で は な く

citizenship の訳が用いられているが，本稿では厳密に区別しない。なお，東ティモールにおける国籍

の取得要件については，憲法第３条第２項に実質的な規定が置かれており（国籍法第８条も同じ），

出生地主義と血統主義の両方が採用され，（少なくとも文言上は）幅広く東ティモール国籍を認める

形となっている。
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れ，幅広い意見交換がなされた。

⑷　「調停手続の概要」

　　当部の甲斐雄次教官から，日本の民事調停及び家事調停の概要とともに，調停の

効力に関連する執行制度の概要について講義が行われた。

伊藤特任准教授と研究生等 吉野客員教授との意見交換

　２　訪問・見学

⑴　公益社団法人民間総合調停センター

　　民事上の紛争について和解，あっせん，仲裁手続等を行う認証紛争解決機関であ

る公益社団法人民間総合調停センターを訪問し，土地境界紛争等の実際の事例を念

頭に，効果的な調停の進め方等について，調停に携わる日本の実務家の方々との意

見交換を行った。

⑵　神戸地方法務局

　　行政機関が行う土地境界紛争解決としての筆界特定制度や不動産登記情報の管理

に関する実務とともに，国籍の取得・喪失等に係る国籍事務の概要について，各担

当の方から御説明をいただいた。

公益社団法人民間総合調停センターへの訪問
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第３　所感

　今回来日した東ティモール研究員５名のうち２名は，東ティモールにおいて実際に調停

実務に携わっている者であり，調停法の立案等に携わっている残りの研究員とともに，法

制定後の運用を見据えて，実務的な観点から有意義な意見交換を行うことができた。もち

ろん，東ティモールと日本では国の状況が大きく異なり，発生する紛争の原因や態様も異

なるところが多いのであるが，紛争当事者の自主性を基本とする調停において効果的な解

決を図るためには何が必要か，調停に携わる者にはどういった知識・経験や役割が求めら

れるのかといった点は共通する問題であり，東ティモール研究員からは，日本の専門家の

話は大変実践的で役に立ったとの感想が聞かれた。

　また，今回新たに取り上げた国籍法については，そもそも国籍は国家主権の最も基本的

な事項の一つであり，その国の歴史・政治・社会経済情勢等を踏まえ定められるべきもの

であるが，東ティモールの場合は，長年の外国による支配と独立を巡る混乱に由来する複

雑な問題を今なお抱えており，政治的課題の一つとなっているようである。本共同研究で

は，そのような政治的側面に立ち入ることは避けつつ，客観的・技術的な面から国籍法の

考え方や実務処理についての基礎的インプットを中心に行ったが，東ティモール研究員ら

によると，東ティモールでは日本を含む海外の法律情報を得ることは容易ではないし，日

本の専門家による丁寧な解説を聞くことで，国籍に関する法的理解が深まり，今後の改正

検討に是非役立てたいとのことであった。

　最後に，御多忙の中，本共同研究の実施に時間を割いてくださった伊藤先生，吉野先生，

各訪問先関係者の皆様，通訳の呼子紀子氏その他関係者の皆様に，この場をお借りして深

く感謝申し上げたい。
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別添（名簿）

ネリンホ・ヴィタル

1 Mr. Nelinho Vital

司法省国家法律諮問立法局長

セルジオ・デ・ヘスス・フェルナンデス・ダ・コスタ・ホルナイ

2 Mr. Sergio de Jesus Fernandes da Costa Hornai 

公設弁護人事務所長

ロマーノ・グテレス

3 Mr. Romao Guterres

司法省土地不動産局長

マルセリーナ・ティルマン・ダ・シルバ

4 Ms. Marcelina Tilman da Silva

司法省法律研修所長

ヒルデガルディス・ウォンデン

5 Ms. Hildegardis Wondeng 

司法省リーガルアドバイザー

【研修担当/Officials in charge】

教官 / Professor 渡部 吉俊 ( ＷＡＴＡＮＡＢＥ Ｙｏｓｈｉｔａｋａ ) 

国際協力専門官 / Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｃｏｏｐeｒａｔｉｏｎ　Ｔｒａｉｎｉｎｇ　Ｏｆｆｉｃｅｒ 由井 水帆子 ( ＹＵＩ Ｍｉｈｏｋｏ ) 

東ティモール共同法制研究　研究員 別添（名簿）
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別添（日程表）
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※　４セミ：法務総合研究所国際協力部４階セミナー室

東ティモール共同法制研究日程表

 [担当教官：渡部教官，担当専門官：由井専門官 ]

月
日

曜
日

入国 (SQ618 シンガポール01:25発-関空9:00着)

10:00
「日本の国籍法の概要」（講義）

名古屋大学大学院法学研究科
特任准教授 伊藤弘子

備考

移動 (MI295 ディリ15:25発-シンガポール18:10着)

東ティモール側研究員からの発表及び意見交換

9:40
【訪問】
民間総合調停センター

４セミ

講義「日本における民事調停の実務」

13:30
【訪問】
神戸地方法務局

12:15～

　　部長主催意見交換会
　　　　記念写真撮影

14:00
「国籍に関する主要判例，諸外国の国籍法（仮）」（講義）

４セミ

共同討議（今後の支援協力活動について） 資料整理

移動（MI296 シンガポール09:25発-ディリ14:20着）

４セミ

大阪大学法科大学院客員教授　吉野孝義

出国
（SQ615 関空
23:30発-
シンガポール
05:10着）

13:30
大阪地裁・簡裁見学

15:00
調停法ポイント講義

10:00
法務局訪問に当たっての事前説明

大阪大学法科大学院客員教授　吉野孝義
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月
日

曜
日

入国 (SQ618 シンガポール01:25発-関空9:00着)

10:00
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13:30
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14:00
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調停法ポイント講義

10:00
法務局訪問に当たっての事前説明

大阪大学法科大学院客員教授　吉野孝義

「国籍法」（講義）

「日本における民事調停の実務」（講義）
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ラオス現地セミナー（刑事関連法）

国際協力部教官　　　

堤　　　正　明　　

第１　はじめに

　平成 28 年（2016 年）２月 15 日（月）から同月 19 日（金）まで，ラオスの首都ビエン

チャンにあるラオプラザホテルにおいて，現在進行中の「法律人材育成強化プロジェクト

（フェーズ２）」（以下「フェーズ２」という。）に設置された刑事関連法サブワーキンググルー

プ（SWG）のメンバーを対象に，刑事関連法についての現地セミナー（以下「本セミナー」

という。）を実施した。

第２　本セミナーの概要

　１　目的

　ラオスでは，平成 22 年（2010 年）７月から４年間にわたり実施されてきた独立行

政法人国際協力機構 (JICA) のプロジェクトである「法律人材育成強化プロジェクト

（フェーズ１）」（以下「フェーズ１」という。）に引き続き，平成 26 年（2014 年）７

月から，フェーズ２が４年間の計画で実施されている。

　フェーズ２において設置されたサブワーキンググループ（SWG）の一つである刑

事関連法 SWG は，現在，刑事関連法分野の法令に関する執務参考資料として刑事訴

訟法（捜査段階）の Q&A 集を作成しているところ，平成 27 年（2015 年）11 月に実

施した本邦研修1 において，上記 SWG のメンバーを対象に，上記 Q&A 集に関する発表・

集中討論を行ったことから，今回，上記本邦研修を踏まえて実施する本セミナーにお

いて，上記 SWG のメンバーとの意見交換等を通じて，上記 Q&A 集の完成に向けて

更に必要な情報や知見を提供することを目的としたものである。

　２　日本側参加者

　洲見　光男　　同志社大学法科大学院教授

　宮家　俊治　　弁護士

　伊藤　浩之　　国際協力部副部長

　石田　正範　　国際協力部教官

　堤　　正明　　国際協力部教官　

　３　内容

　本セミナーでは，上記本邦研修にも参加いただいた洲見光男教授（以下「洲見教授」

という。），宮家俊治弁護士（以下「宮家弁護士」という。）にも御協力いただき，上

記本邦研修を踏まえて本セミナー実施前に刑事関連法 SWG メンバーが修正した刑事

1 詳細については，ICD NEWS 第 66 号「ラオス法律人材育成強化プロジェクト（フェーズ２）『刑事

関連法』本邦研修」を参照いただきたい。
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訴訟法（捜査段階）の Q&A 集（設問案及び回答案），及び本セミナー中にメンバー

間で作成した設問案に基づき，ラオス側参加者から設問の趣旨，背景等を説明しても

らうとともに，日本側参加者からも適宜，質問，コメント等をしながら，ラオス刑事

訴訟法等の基本的理解を深めつつ，より正確で，分かりやすく，利用者にとって使い

やすい Q&A 集を完成させるための具体的な検討を行った。

　特に，概念があいまいで，体系的な整理が不十分であるラオス刑事訴訟法の現状を

踏まえ，例えば，令状主義といった刑事訴訟法の原則について，日本側から説明しつ

つ，ラオス側参加者の理解を確認したり，弁護人とほぼ同様の権利を有する「その他

の保護者」（刑事訴訟法第 71 条）の範囲を明らかにする図解や，弁護人には認められ

ながら「その他の保護者」には認められない権利の内容等を示す一覧表等を用いて説

明したりするなど，より理解が深まる意見交換を実施した。

　また，「自首」といった刑法と刑事訴訟法にまたがる概念について，その意義や効

果等に遡った議論を行ったほか，刑事訴訟法に規定されている「告訴」と「通報」の

違い，効果等についても詳細な検討を行った。

本セミナーの様子
 
第３　おわりに

　本セミナーは，昨年の本邦研修を踏まえ，現地でリトリート等を数回実施した後に実施

したものであるが，５日間にわたる集中的な検討を通じて，ラオス側参加者において必要

な法律の理解や Q&A 集完成に有益な知見を提供することができ，Q&A 集の完成作業が

促進されることとなったものと思われる。

　Q&A 集のような執務参考資料の作成に当たっては，日本の研究者，実務家といった専

門家からのアドバイスを受けてから，なるべく短期間のうちにラオス側メンバー間で再検

討を加え，さらに，その結果を踏まえ，再び上記専門家との間で議論を尽くし，当該時点

でのメンバー間の合意を成果物に反映させていく必要があると思われる。やや残念だった
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のは，本セミナーの当初，発言するラオス側参加者が特定の者に限られる傾向がみられた

ことだったが，本セミナー終盤からは，若手の参加者からも積極的な発言がされていた。

　今後も，一人一人のメンバーが率直に自分の意見を出し合うことで，より良い Q&A 集

が完成することはもちろん，各人の事実認定力，法律に対する理解力，法的思考力の向上

に資するものと考える。

　最後に，本セミナーで的確な御指摘等をしていただいた洲見教授及び宮家弁護士，本セ

ミナーの開催に御尽力いただいた長期派遣専門家を始めとするプロジェクト・オフィスの

皆様，その他関係者の皆様に対し，この場を借りて改めて心から御礼を申し上げたい。
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ラオス現地セミナー（教育・研修改善）

国際協力部教官　　　

堤　　　正　明　　

第１　はじめに

　平成 28 年（2016 年）３月９日（水）から同月 12 日（土）まで，ラオスの首都ビエン

チャンにあるラオプラザホテルにおいて，現在進行中の「法律人材育成強化プロジェクト

（フェーズ２）」に設置された教育・研修サブワーキンググループ（SWG）のメンバーら

を対象に，法曹養成についての現地セミナー（以下「本セミナー」という。）を実施した。

第２　本セミナーの概要

　１　目的

　ラオスの現行プロジェクト（法律人材育成強化プロジェクト・フェーズ２）の柱の

一つである法曹養成研修の改善に関して，ラオスでは，従来，法曹三者を各別に養成

していたシステムを変更し，日本型の法曹養成システムを参考に，平成 27 年（2015

年）１月から，司法省傘下の「National Institute of Justice」（国立司法研修所。以下「NIJ」
という。）において，司法省職員のほか，将来，裁判官，検察官，弁護士として活躍

する「法曹の卵」の養成を行っている。そして，同年８月に行った「法曹養成」本邦

研修1 においては，現行プロジェクトに設置されたサブワーキンググループ（SWG）

の一つである教育・研修 SWG のメンバーを対象に，プロセスとしての法曹養成の観

点から，講義等を通じて，カリキュラム・教授方法の改善や教材開発等の方法につい

て日本側から一般的な知見を幅広く提供するとともに，ラオス側との間で意見交換や

協議等を実施したところである。

　そこで，今回，上記本邦研修を踏まえて実施する本セミナーにおいては，日本の法

曹養成の手法として有効であると考えられている事例問題や模擬記録を用いたグルー

プ討論，発表，講評等を通じて，教育・研修 SWG メンバーを含むラオス国立大学法

政治学部，NIJ，最高人民裁判所司法研修所，最高人民検察院検察官研修所といった

ラオスにおける法曹養成の各機関の関係者（主に講師担当者）であるラオス側参加者

に対し，日本の法曹養成における教授方法や教材開発等に関するより具体的なイメー

ジを共有してもらい，今後のラオス側関係者による教授方法の改善や教材開発等に資

することを目的としたものである。

　２　日本側参加者

　　　波床　昌則　　弁護士

　　　志賀　剛一　　弁護士

1 詳細については，ICD NEWS 第 65 号「ラオス法律人材育成強化プロジェクト（フェーズ２）『法曹

養成』本邦研修」を参照いただきたい。
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　　　湯川　　亮　　国際協力部教官

　　　堤　　正明　　国際協力部教官　

　３　内容

　本セミナーは，上記本邦研修にも参加いただいた波床昌則弁護士（元司法研修所刑

事裁判教官）（以下「波床弁護士」という。）及び志賀剛一弁護士（元司法研修所民事

弁護教官）（以下「志賀弁護士」という。）にも御協力いただき，４日間連続で実施さ

れたものであり，前半の２日間で刑事裁判における証拠の種類（直接証拠や間接証拠

の種別，供述証拠や非供述証拠の種別等），事実認定の手法（直接証拠型や間接証拠

型等）に関する一般的な講義のほか，盗品の近接所持や共犯者供述の信用性が争点と

なる具体的な演習問題を用いた刑事事実認定に関するグループ討論，発表，意見交換

を実施した。

　３日目は，具体的な建物明渡請求訴訟事件を題材とした訴状及び聴取記録に基づく

答弁書作成や，保証契約の成否，追認の有無が争点となる具体的な設例に基づく被告

反論の骨子作成についてのグループ討論，発表，意見交換を行い，最終日は教材開発

や教授方法等についての総括的な議論を実施した。

グループ討論の様子

第３　おわりに

　本セミナーでは，日本の司法研修所教官の経験を有する弁護士らによる実務能力を身に

付けさせる教授方法等をラオス側参加者に体験してもらう形で具体的な演習，意見交換等

を実施したところ，本セミナー中におけるラオス側の発表内容等からすると，全体的にみ

て，民事についての事実認否に係る理解や能力について特段問題は見受けられなかった

が，相手方の法的主張に対して具体的にいかなる反論をすべきなのかという法的思考力の

ほか，刑事における事実認定の手法（直接証拠型や間接証拠型等）についての理解，また，
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グループ討論の内容・結果を論理的に発表する能力が不十分であるものと見受けられた。

　ラオス側参加者の中からは，日本の法曹養成の過程で実施されている形に近い形での講

義や議論等を体験することにより，教育・研修の目的としては「正解」を教えるのではな

く，学生や修習生に「考え方」を教えることが重要であることに気付いた旨の発言もあっ

たことから，今後，今回のような参加型・双方向型の現地セミナー等を継続的に実施する

ことにより，ラオス側メンバーの法的思考力や事実認定力，論理的に発表する能力等の向

上を図ることが期待され，そのことが今後のラオスにおける教授方法の改善，教材開発等

に資するものと思われる。

　最後に，本セミナーで演習，意見交換等を実施していただいた波床弁護士及び志賀弁護

士，本セミナーの開催に御尽力いただいた長期派遣専門家を始めとするプロジェクト・オ

フィスの皆様，その他関係者の皆様に対し，この場を借りて改めて心から御礼を申し上げ

たい。
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カンボジア現地セミナー（民事保全処分）

国際協力部教官　　　

内　山　　　淳　　

第１　はじめに

　2016 年１月 28 日から同月 29 日までの２日間にわたり，カンボジア王国の首都プノン

ペンにあるプノンペン・ホテルにおいて，「Seminar on Preservation（民事保全処分セミナー）」

と題し，同国の民事訴訟法第７編に規定された保全処分1 についての現地セミナー（以下「本

セミナー」という。）を実施した。

第２　本セミナーの内容

　１　参加者2

　アン・ボン・ワッタナ（Ang Vong Vathana）司法大臣3

　チャン・ソティアビ（Chan Sotheavy）司法省4 次官

　リム・ボン（Lim Voan）国土管理都市計画建設省5（国土省）次官

　裁判官，書記官，登記官，執行官

　司法省，国土省及び公共事業運輸省6（運輸省）各職員　　など

　２　日程

　１/28（木）８：30　　開会式

　　　　　　　　　　　　カンボジア国歌斉唱

　　　　　　　　　　　　JICA 代表者挨拶

　　　　　　　　　　　　司法大臣挨拶

　　　　　　９：30　　講義「民事保全（総論）」，質疑応答

　　　　　　13：30　　講義「不動産の仮差押え」，質疑応答

　　　　　　15：30　　講義「動産の仮差押え」，質疑応答

1 条文は，当部ホームページにも掲載。実質的な内容は，日本の民事保全法に類似。

　現在，カンボジアの実務では，保全処分についての関心が高いが，関係する実務担当者に十分な理

解が進んでいない面があり，運用上の問題点も多いことから，本セミナーのテーマとして取り上げる

こととなった。
2 セミナー参加者は，各日約 200 余名（日本側除く）。日本側の出席者は，JICA 長期派遣専門家，プロジェ

クト・オフィスのスタッフ，JICA 国際協力専門員，JICA カンボジア事務所職員，公共事業運輸省ア

ドバイザー，通訳人，当部教官及び国際協力専門官等。
3 開会式にのみ出席し，開会の辞を述べた。
4 Ministry of Justice
5 Ministry of Land Management Urban Planning and Construction
6 Ministry of Public Works and Transport
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開会式

　１/29（金）８：30　　講義「係争物に関する仮処分」質疑応答

　　　　　　13：30　　講義「仮の地位を定める仮処分」，質疑応答

　　　　　　16：30　　閉会式

　　　　　　　　　　　　司法省次官挨拶

　３　講義内容

⑴　まず，民事保全処分の基礎を理解してもらうため，「民事保全（総論）」と題し，

保全決定手続及び保全執行手続の概要（申立書の記載事項，各保全処分の相違点及

び保全の必要性等）を説明した。

　　この他，保全の必要性等は「疎明」で足りる（カンボジア民事訴訟法 541 条３項）

ところ，訳語の影響により正確に理解されていないことから，「疎明」と「証明」

の概念についても解説した。

 

講義風景（内山）
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⑵　次に，各保全処分の分類に従って，「不動産の仮差押え」「動産の仮差押え」「係

争物に関する仮処分」「仮の地位を定める仮処分」と題し，求める保全決定の内容

及び各種手続等について説明した7。

　　特に，仮の地位を定める仮処分については，具体的なイメージを持ちにくい類型

であることから，典型例（引渡し断行，賃金仮払い等）をいくつか挙げて紹介した。

講義風景（湯川亮教官）
 

⑶　質疑応答

　　各講義では，それぞれ質疑応答の時間を設けたが，以下のような質問が出た。

・仮の地位を定める仮処分は，非定型的なものということだが，保全すべき法律

関係は，どのようなものでもよいのか？

・不動産の仮差押登記をし，そのまま本案訴訟を起こさない場合，同登記は消滅

時効にかかるのか？

・共有動産の仮差押えはどうするのか？

・裁判所からの嘱託書に添付される保全処分の決定書に，処分の種類が記載され

ていない事例が散見されるが，このままでも登記できるのか？

・保全処分のうち，登記が必要な類型はどれか？

・不動産の仮差押登記をした場合，その後，仮差押登記が付いたままの当該不動

産を売却処分することはできるのか？　　など

　　これらの質問に対しては，カンボジアの実務や条文を確認しながら，本セミナー

内で回答した。

7 動産のうち，自動車については，登録制度があるものの，自動車の仮差押手続を定めた法令がない

ことから，保全処分の有効活用のためにも，早期の法令制定が必要。

　仮差押えの対象には債権や船舶もあるが，本セミナーの主眼は，基本的事項の理解にあるため，割

愛した。
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会場の様子１

会場の様子２

第３　おわりに

　本セミナーは，前回よりも参加者数が増えて盛況であった上，事後のアンケートや司法

省次官の挨拶内容からすると，内容面でも参加者のニーズに応えたものになったようであ

る。

　これは，正に，現地に常駐する長期派遣専門家の皆さんが，カンボジア側のニーズを的

確に把握してテーマ設定し，講義資料の訳語や理解しやすさなどについても細心の注意を

払ってくれたからに他ならない。

　本セミナーでは，決して学術的に深い議論をしたわけではないが，今のカンボジアに必

要なのは，「基本的な知識を正確に理解してもらうこと」，「そのために分かりやすく伝え

ること」である。このことは，これまでの現地セミナーを通じ，身をもって感じた点であ

り，今後も，当分の間，この必要性は変わらないといえる。

　最後に，本セミナーの開催に御尽力いただいた長期派遣専門家を始めとするプロジェク

ト・オフィスの皆さん，JICA 関係者の皆さん，通訳人の先生，その他多くの関係者の方々

に対し，改めて心から御礼を申し上げたい。ありがとうございました。
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ベトナム司法省と首相府の合同ワーキングセッション

国際協力部教官　　　

松　尾　宣　宏　　

第１　はじめに

2016 年３月４日，本職らは，ベトナム社会主義共和国（以下「ベトナム」という。）

の首都ハノイ郊外にある Tan Da Spa Resort において，「JOINT WORKING SESSION ON 
DEVELOPING LEGISLATIVE TECHNIQUES AND SKILLS（立法技術の向上に関する合同

ワーキングセッション）」と題する，「2020 年を目標とする法・司法改革支援プロジェクト」1

（以下「本プロジェクト」という。）が主催し，ベトナム司法省2（以下「司法省」という。）

及びベトナム首相府3（以下「首相府」という。）各関係者が参加したワーキングセッショ

ンに参加した。

法務省法務総合研究所は，ベトナムに対する法制度整備支援として，1994 年に司法省

に対する国別研修を開始し，1996 年以降は，現在に至るまで，独立行政法人国際協力機

構（JICA）の技術協力プロジェクトを主な舞台として支援を継続してきた。

　現在は，2015 年４月から 2020 年３月まで５年間の予定で実施されている本プロジェク

トにおいて，これまでのプロジェクトの成果を踏まえ，引き続き各種法令の起草支援及び

実務改善支援を行っているほか，新たな取組として，法令の整合性及び明確性確保のため

の能力強化支援を実施している。

ベトナムでは，司法省及び首相府が，法規範文書（日本の広義の法令に相当）に関し，

事前審査，事後審査及び整備・運用状況の監督権限を有しており，かかる２機関がベトナ

ムにおける法令の整合性及び明確性確保の役割を中心に担っている。

当研究所は，2015 年度，２回にわたり，両機関をそれぞれ対象とする本邦研修4 を実施し，

ベトナムにおける現状の問題点を分析・検討するとともに，日本の法令制定過程に関する

知見を提供し，本プロジェクトの方向性を関係者間で共有したものであるが，これまでの

ところ，両機関で法令の整合性及び明確性確保に関し相互に意見交換をする機会は，ほぼ

ない状況であった。

ベトナムにおいて，法令の整合性及び明確性確保という目標に向けて歩みを進めるには，

その役割を担う機関相互間での知見の共有及び意見交換が有用であるところ，今回，本プ

ロジェクトの主導で，司法省及び首相府関係者で 2015 年度の本邦研修に参加したメンバー

が中心に参集し，本邦研修で各機関が得た知見を発表し合って共有するとともに，今後，

1 同プロジェクトの詳細は，ICD NEWS 第 64 号「ベトナム特集１－ベトナム新プロジェクトがスター

ト～2020 年を目標とする法・司法改革支援プロジェクト～」（2015 年９月号）を参照されたい。
2 Ministry of Justice
3 Office Of Government
4 2015 年度の司法省に関する本邦研修の詳細は，ICD NEWS 第 66 号「第 50 回ベトナム法整備支援研修」

（2016 年 3 月号）を参照されたい。
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法令の整合性及び明確性確保に向けてどのような活動をしていくのが適切か，また，本プ

ロジェクトの協力の在り方はどのようなものが望ましいかという点について，率直な意見

交換を行う場として，本ワーキングセッションが開催された。

会場の様子

第２　ワーキングセッションの内容

１　本邦研修で得た知見の発表について

　はじめに，司法省及び首相府の各代表者から，それぞれの本邦研修で得られた知見

が発表された。

　司法省からは，本邦研修において，法令の整合性及び明確性確保のための知見を得

られたことについて感謝の意が述べられるとともに，関係省庁と（法令審査機関であ

る）首相府との協議体制を作っていくべきだという意見に加え，法令の整合性及び明

確性確保に向けたアイディアの一つとして，統一的な法令用語の辞書のようなものを

作っていくべきであるという考えが述べられた。

　また，首相府からも，本邦研修に関する感謝の意が述べられるとともに，ベトナム

でも日本と同様に法令のデータベース化が必要であるということ，法令を制定する際

に施行細則等も併せて制定していくことが法律の施行に当たって重要であるというこ

と，法令を審査する専門家の人材育成が重要であるということなどの意見が述べられ

た。

２　意見交換について

　両機関から本邦研修で得た知見の発表があった後，今後，法令の整合性及び明確性

確保という目標に向けてどのような活動をしていけばよいかということを中心に，両

機関，本プロジェクト長期派遣専門家及び当省参加者も含めて活発な意見交換がなさ

れた。

　特に，法令の制定，審査に当たり，統一的に法令用語を理解するための用語集の作

成が必要という点に関しては，様々な関係者から繰り返し言及がなされていたところ，

かかる言及が繰り返しされること自体，ベトナム側が，法令の整合性及び明確性確保

という課題に真摯に取り組もうとしていることの証左であると感じられた。

　また，法令を審査する人材育成の点に関しても，様々な関係者から繰り返し言及が
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なされていたところ，きちんと法制執務の経験を積んだ人物を関係各機関から審査機

関に集め，その中で法令審査の経験を多く積んでもらうことが重要であるとの意見が

目立ち，両機関とも，各本邦研修で訪問した日本の内閣法制局のシステムを高く評価

していることが窺えた。

発表の様子１

発表の様子２

参加者による記念撮影
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第３　おわりに

本ワーキングセッションでは，法令の整合性及び明確性確保という目標に向けていかな

る活動が望ましいか，時間内に一義的に明確な結論が出ることはなかった。

しかし，本セッションでは，法案作成及び審査を担う両機関が，それぞれの知見を共有

し合うことができた，ということそのものに，まず大きな意味がある。

法令の整合性及び明確性確保という大きな目標を達成するためには，本セッション中で

も関係者から言及があったとおり，関係省庁の連携が必要不可欠であるところ，本セッショ

ンで達成されたように，異なる機関どうしで知見の共有を図ることは，まさに他省庁の業

務に関し，強い問題意識を持つことにつながり，ひいては，関係省庁の連携の必要性につ

いての意識を醸成することになるからである。

かかる大きな目標を一気呵成にクリアするような特効薬はなく，目標達成のためには，

日々の活動の中で少しずつでもそのような意識を関係者間で醸成し，機関全体として能力

向上に努めるほかなく，本セッションは，そのための大きな一歩である。

最後に，本セッションの開催に御尽力いただいた長期派遣専門家を始めとするプロジェ

クト・オフィスの皆さん，通訳人の先生，その他多くの関係者の方々に対し，改めて心か

ら御礼を申し上げたい。ありがとうございました。
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【講義・講演】

　2016 年１月から同年４月の期間中，当部で行った講義・講演は下記のとおりである。

記

１　日本インドネシア協会月例会における講演

　　日　時　2016 年１月 27 日

　　場　所　三井住友銀行呉服橋クラブ（東京）

　　テーマ　我が国のインドネシアに対する法整備支援～法務省の取組を中心として～

担　当　国際協力部長　阪井光平，国際協力部教官　横幕孝介（現 JICA インドネシ

ア共和国長期派遣専門家）

２　大阪地方裁判所における講演

　　日　時　2016 年２月 16 日

　　場　所　大阪地方裁判所

　　対　象　同裁判所判事・判事補

　　テーマ　法整備支援と裁判官の役割

担　当　国際協力部長　阪井光平，国際協力部教官　甲斐雄次（現大阪地方裁判所判

事），国際協力部教官　湯川亮

３　新任検事に対する講義

　　日　時　2016 年３月 22 日

　　場　所　法務省赤れんが棟

　　対　象　2015 年 12 月任官新任検事（第 68 期）

　　テーマ　検察官の国際貢献「法制度整備支援の概要」

　　担　当　国際協力部教官　内山淳

４　司法修習生に対する講義

　　日　時　2016 年４月 28 日

　　場　所　大阪地方検察庁

　　対　象　2015 年 12 月採用大阪配属司法修習生（第 69 期）

　　テーマ　法制度整備支援と国際協力部

　　担　当　国際協力部教官　松尾宣宏
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専門官の眼

統括国際協力専門官　　　

加　藤　美　冬　　

～はじめに～

　「あなたは満 30 年にわたり職務に精励されました　その功績は他の模範であると認めら

れますのでここに表彰します　平成 28 年２月 15 日　法務大臣　岩城光英」

　本年２月 15 日，法務省内会議室において，永年勤続表彰式に出席する栄誉に浴すると

ころとなった。大阪地方検察庁の検察事務官として採用されたのが昭和 60 年７月，以来，

昨年３月まで大阪又は京都の検察庁に在籍し，いたずらに月日は流れ，30 年が過ぎた。

　この節目である時期に法務行政，しかも国際協力の分野の業務に携わることになろうと

は，想像だにしなかったが，冒頭の法務大臣名が刻まれた表彰状を頂いたことは特に感慨

深いものがあった（今までご縁のあった皆様の支えに心から感謝申し上げたい。）。

　国際協力部（ICD）は，大阪高・地検と同じ庁舎にありながら，その業務内容をほとん

ど知らないまま，当部に配属されて２年目の春を迎えた。以下雑感を述べさせていただき

たい。

～巡り合わせ～

　昨年の今頃は，宇宙語の飛び交う異次元空間に迷い込み，大変な部署に来てしまった，

前任者から聞いていたものの検察の知識はほとんど役に立たない，多忙な専門官の業務に

対する理解が追いつかず，私に務まるのだろうかと，過去の ICD NEWS 既出の専門官の

感想同様，不安と焦りを抱えていた。

　今も大きなイベントが目白押し，新たな懸案事項が頻出し，対応に追われる毎日だが，

それでも少しずつ馴染み，現金なもので，宇宙語と思えた業界用語や横文字・略語を連発

している自分に苦笑することがある。

　ところで，若き日の私は，漠然とではあるが➀将来，人の役に立つ職に就きたい②英語

に関わる職（語学力が伴っている訳ではない）に就きたいと考えていた頃があった。

　公僕となったことで，一つ目の願いは叶ったように思うが，検察に奉職した時点で二つ

目の願いとは無縁だと思っていたところ，今，その願いからさほど遠くないところにおり，

よくよく考えれば，法制度整備支援とは，過去の私が抱いていた理想を包含する分野では

ないだろうか。前述のとおり，30 年という節目に，素晴らしい国際協力の一端を担う機

会をいただいたという巡り合わせを今しみじみと感じている。

～教官と専門官はイコールパートナー～

　「教官と専門官に垣根はない。イコールパートナーとして切磋琢磨する。」

　着任当初，当時の国際協力部長がスタッフミーティングの席上で，スタッフ全員を前に
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こう切り出されたことは記憶に新しく，続けて ICD においては，検察における検事と立

会事務官の感覚で仕事をすることのないようにと話されたことが印象深く残っている。

　検察と異なる ICD の風土は，私の目に新鮮に映った。ベテランの専門官が，教官に対

等にもの申す場面に驚き，自己の担当国について積極的に情報収集に努め，知識も豊富で，

懸案解決のために前向きに執務に当たる姿勢に感心した。また，教官は専門官室に度々足

を運び，関係者で膝付き合わせて協議するのは日常茶飯事，研修等の内容面（いわゆるサ

ブ）のみでなく，後方支援業務（いわゆるロジ）にも配慮し，関与する。それぞれは互い

を尊重し，協調して業務を遂行していくといった具合だ。先達の育まれた土壌は素晴らし

いと思う。

　過日，初代国際協力部長である尾﨑元大阪高検検事長（現弁護士）とお話しする機会に

恵まれ，創部当時の教官と専門官の関係性に触れられた際，私は次のように申し上げた。

　「ICD 創部当時の伝統は今も息づいています。」

　そのような組織風土の下，ICD の専門官は自ら知恵を出し，担当国への愛を持ち，誇り

を持って，生き生きと職務を果たしている。自分の意見を素直に言える，そして自分の意

見に耳を傾けてもらえる，そのような環境はモチベーションを上げるものだ。

　支援対象国の増加や対象分野の拡大・多様化とともに，研修・招へい，出張（国内外と

も）等は増える傾向にあり，それに伴う業務は増加の一途だが，それでもモチベーション

を保ち，頑張って業務をこなしている。

　自分は統括専門官として，どのように責めを果たすべきか，それが課題だ。専門官の話

に耳を傾け，教官に声をかけ，円滑により良い業務をなすために環境を整えることは特に

重要だと思う。常に連携し，お世話になる JICA（独立行政法人国際協力機構），ICCLC（公

益財団法人国際民商事法センター）を始めとする関係機関との調整業務，関係省庁，法務・

検察等との円滑な関係の構築など，できることを模索しながら，自分の役割を果たしてい

きたい。

　そして，この素晴らしい「イコールパートナー」という伝統を，統括専門官として，後

進に引き継いでいくことも大切な使命であると考えている。

～百聞は一見にしかず～

　「混沌」，「活気」，「懐かしさ」，カンボジア，プノンペンの第一印象である。

　平成 27 年 12 月，着任後，初めての海外出張で，「民法・民事訴訟法普及プロジェクト」

JCC（合同調整委員会）にオブザーバーとして出席することとなった。

　お恥ずかしながら，新婚旅行以来，実に約 25 年ぶり，２回目の海外渡航であったこと

から，不安を抱える一方，紙媒体だけでは計り知れない現地の状況を見聞できる良い機会

だとの思いを持ちながら，出張の途に着いた。

　現地ではバイクや車，トゥクトゥクに乗った人々が交差点でひしめき合い，日本の大型

スーパーが建ち整備された一画もあれば，未舗装の道路にはゴミが散乱し，衛生的とはい

えない屋台があちこちに点在している。立ち寄ったマーケットには多くの人が行き交い，
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活気にあふれていた。そして，そこかしこには，同じアジアの国，昭和の時代の日本の風

景が垣間見える。どこか安心感があった。

　さて，主たる用務である「JCC（Joint Coordinating Committee）」とは，プロジェクト期間中，

JICA と関係機関が一同に介し，プロジェクトの直近１年間の活動を振り返るとともに，

来年の計画を確認する場であるが，今回，同席させていただき，厳粛な雰囲気の中，関係

機関から順次，報告がなされ，プロジェクトの進捗状況や改善点を各機関が共有する有益

な場であることを肌で感じることができた。

　また，現プロジェクトのカウンターパートで，次期プロジェクトのキーパーソンである

司法省次官を表敬訪問したほか，JICA 調査団に同行して，控訴審裁判所，最高裁判所，

JICA カンボジア事務所等の関係機関に赴き，意見交換又は報告の場に臨席した。プロジェ

クトオフィスでは，ワーキンググループの活動を傍聴したが，関係機関の職員と協議し，

相互に理解を深めながら，丁寧に作業を進めていく様子が見受けられた。

　用務期間は JCC を含め実質４日間ではあったものの，現地における長期専門家及び教

官の活動の一端を窺い知ることができた。特に長期専門家においては，クメール語を駆使

し，現地スタッフや関係機関との信頼関係を構築して，現地に溶け込んでいる。インフラ

整備も万全とは言い難い中，ここに至るまでには相当なご苦労があったと推察されるが，

その活躍される様を目の当たりにして，改めて我々が日本国内から支援する必要性を深く

感じた。現地プロジェクトオフィスには，多忙な中，色々とご配慮いただき，大変お世話

になった。

　そして，用務の合間にはトウール・スレン博物館に出向いた。

　カンボジアでは，ポル・ポト政権時代に知識人の大量虐殺が行われたが，その暗黒の時

代が今に伝えられる場所だ。想像を超える劣悪な収容環境，残虐な拷問の様子，収容者の

写真・人骨が展示されており，当時の狂気がリアルに伝わってきた。

　カンボジアにおいては，今まで JICA プロジェクトにより，民事訴訟法・民法の制定，

法曹の人材育成等，法制度整備支援の成果が挙げられているが，支援に至るまでの悲しい

歴史的背景事情を体感して，その意義と重要性を改めて実感した。

　このカンボジア出張において，支援対象国である現地の様子，プロジェクト活動，歴史

的背景の一部を見聞したことで，机上の業務と法整備支援の現場がようやくつながったと

いう感があり，正に「百聞は一見にしかず」，非常に有益な機会となった。

～終わりに～

　法務省で法制度整備支援に関わられた先達，ICD 創部に尽力された方々のご苦労やその

功績に思いを馳せるとき，今，この役目を与えられたことを誇りに思うとともに，その責

任の重さを実感する。

　専門官は，検察・民事・矯正と出身母体が異なるが，それぞれの個性を生かしつつ相互

に理解し，力を発揮できるよう努力していきたい。また，教官と手を携えて，ICD の良き

伝統である「イコールパートナー」を体現し，より良い仕事ができるよう，統括専門官と
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して微力ながら精進してまいりたい。

　若き日に描いた理想とする職務との巡り合わせに感謝して。
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るだけで，ステーキが台無しになりそうな雨です。しかしこの時期のスコールは１～２時間は続きます。思い切

って飛び出すしかないのですが，なかなか踏ん切りがつきません。

そうこうしていると，傘をさして歩いていたおばさんが，すっと，私の隣，ひさしの下に入ってきました。「お

ばさんも雨宿りかな」と思っていると，そのおばさん，私のために，黙ってひさしと車の間に自分の傘を差し出

してくれました。おかげで，私はほとんど濡れずに車に乗り込むことができました。車の中から「ありがとう」

とお礼を言うと，おばさんは「ボーペンニャン」と言って，傘をさしてまた歩き出しました。

さて，無事，宿に戻った私は，薄情にも先ほどのおばさんのことなどすっかり忘れて，これから始まる晩餐のこ

各国プロジェクトオフィスから

ミャンマー

カンボジア

ラオス ベトナム

インドネシア

私たちのプロジェクトオフィスで日本語通訳として働いていた２人の女性ス

タッフが，日本の外務省の奨学金の試験をクリアして，この４月から日本に

留学することになり，プロジェクトを退職して，先日２人とも日本に向けて

発ちました。

１人は，東京大学で医療過誤訴訟について勉強し，もう１人は，早稲田大学

で労働関係について勉強します。

さらに，最年長でスタッフ全体のまとめ役であった英語通訳の男性スタッフ

は，このたび王立裁判官検察官養成校（RSJP）の入学試験に合格し，間もな

くプロジェクトを退職して同校に入学します。

優秀で経験豊富なスタッフ３人が同時にプロジェクトを去ることになり，私たちにとっては相当な痛手ですが，

彼らの輝かしい将来のため，笑顔で送り出します。� （カンボジア長期派遣専門家　辻　　保彦）

サワンナケートという街に出張に行ったときの話です。食べることにラオス

在任の喜びの大きな部分を見出している私は，このときも夕食の計画に余念

がありませんでした。熟考の末，街で唯一の本格洋食レストランでステーキ

をテイクアウトし，ビールを買って宿の部屋で晩餐をすることに決め，夕方

の街に車で出かけていきました。

レストランで注文し，待っている間にビールを買いに行き，ステーキをとり

にレストランに戻ったくらいで，スコールが来ました。ものすごい雨でした。

店の入り口のひさしの下から，目の前に停めた車までの１メートルを移動す

先日，とある裁判所のセミナーで，次のような光景に出くわしました。

エレベーターホールの柱にある「禁煙」の表示の下に灰皿が置いてあり，裁

判官たちがその前で堂々と煙草を吸っていたのです。

前にも似たような光景を見たことがあり，私が「またか」と思いながら，し

かめ面で禁煙の表示と灰皿を示したところ，ある裁判官が「エレベーター内

は禁煙，エレベーターホールは喫煙可という意味だ。」と切れ味鋭い屁理屈，

もとい解釈で反論してきて，ぐうの音も出ませんでした。

皆様，どうぞご安心下さい。いまだ問題はあれど，ベトナムの裁判官の法解

釈能力は確実に向上しているようです。

� （ベトナム長期派遣専門家（現大阪地方検察庁検事）　松本　剛）
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ミャンマーでは，３月 31 日に NLD を中心とする新政権が誕生しました。

アウン・サン・スー・チー女史は，憲法の規定により大統領に就任すること

はできませんが，大統領府大臣と外務大臣を兼任する形で，国防治安評議会

のメンバーにも名を連ね，先日，同評議会の会合に出席する場面の写真が国

営新聞に掲載されるなど，国民の注目を集めています。

新大統領には，同女史に近いティン・チョー氏が就任し，早速，省庁再編や

閣僚人事などで NLD 政権の色を出し始めています。ところが，閣僚の中で，

我がプロジェクトのカウンターパート機関の長であり，内閣の構成員でもあ

る法務長官が未発表のまま，NLD 政権の船出を迎えていました。

そうしたところ，本日（４月４日）午前の連邦議会で，旧連邦法務副長官のトゥン・トゥン・ウー氏が，新たな

法務長官に指名されました。新長官は，従前から，我がプロジェクトにも深い理解を示してくださっていた方で

あり，笑顔が素敵なジェントルマンです。

プロジェクト開始当初から，大変お世話になっていた事務次官のチョー・サン氏は，このほど，憲法裁判所の判

事にご栄転されました。

任期終了を間近に控え，このような時代の変化を身をもって体験できることは，ちょっと淋しい気もしますが，

貴重な経験だと思っています。� （ミャンマー長期派遣専門家（現福岡地方検察庁検事）　國井　弘樹）

こちらに赴任して約１か月が経ち，この間の暮らしでまず感じるのは，この

地では何をするにも時間がかかる，ということです。

例えば，銀行口座の開設一つをとっても，説明と実際が違っていたり，その

ために窓口に相談に赴いても，システムがダウンしているとして改めて出直

さなければならなかったりするなど，何度となく窓口に足を運ばなければな

りません。

これに加え，ジャカルタでは，予測が困難な「渋滞」が付きまとうため，事

務手続のために要する時間とは別に，移動だけのための時間が，想像以上に

かかります。

とで頭がいっぱいでした。さあ，食べるぞ，というときに，部屋のドアを叩く音が聞こえました。ドアを開ける

と，40 歳くらいの身なりのよい女性が困った顔をして立っていました。聞くと計画投資省の職員の方で，ビエ

ンチャン行きのバスに乗るためにバスターミナルに行かなければならないが，予約していたトゥクトゥクが来な

いしこの雨なので困っている，大変申し訳ないが，バスターミナルまで送ってくれないか，とのことでした。

私は彼女をバスターミナルまで送っていってあげました。彼女は何度も「ありがとう」と言うので，私も何度も

「ボーペンニャン」と言いました。

その帰り道，自分が全く嫌な気持ちも躊躇もなく彼女のお願いを引き受けたことを，不思議な気持ちで思い返し

ました。普段の自分であれば，引き受けるにしても，少なくとも「折角のステーキが冷めてしまう」という思い

が先にくる筈だ…。

少し考えて，レストランの前で傘を差し出してくれたおばさんのことに思い当たりました。無意識でしたが，あ

のおばさんの優しさが伝染したのだろうという結論に達しました。

ラオスの人達の優しさの秘密に触れたような気がしました。� （ラオス長期派遣専門家　石岡　修）

ただ，こうしたことに違和感を感じるのも，やはり，当然のように日本の物差しで見ているからにすぎないのか

もしれません。

もちろん，毎回，銀行手続に付き合ってくれる現地スタッフは，その都度呆れた顔をしますし，渋滞については，

こちらの人も皆，口を揃えてロスだと言います。

しかし，そんな人たちの様子には，どこか余裕があるのです。

それが，現状への諦めなのか，何かに得心していることの現れなのか，今の私には，分かりようもありません。

ただ，ともかくも，ここはインドネシアですから，「郷に入っては郷に従え。」の諺どおり，まずは，できるだけ

この地の生活に体を浸しながら，インドネシアの人たちの考え方や価値観を少しでも理解するよう努めるところ

から始めていきたいと思っています。� （インドネシア長期派遣専門家　横幕　孝介）
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